
自 転 車 事 故 続 発 ！
自転車の加害事故２件で、１人が死亡、１人が重傷

10月24日(土) 17:10ころ 10月26日(月) 22:10ころ
札幌市白石区 市道 札幌市西区 市道
天候:晴れ 路面:乾燥 天候:雨 路面:湿潤

自転車×歩行者 自転車×歩行者

（背面通行） （対面通行）

直線路の歩道を進行中の自転車 直線路の歩道を進行中の自転車
と前方を歩行中の歩行者が衝 と前方を歩行中の歩行者が衝

突。歩行者(85歳)死亡。 ▲:A、△:B 突。歩行者(52歳)重傷。 ▲:A、△:B

車にはねられた自転車利用の高齢者２人が死亡

10月26日(月) 8:58ころ 10月26日(月) 12:53ころ
苫小牧市 道道 札幌市北区 市道

天候:曇り 路面:乾燥 天候:曇り 路面:乾燥
普乗×自転車 普貨×自転車
（右から横断） （左から横断）

直線路を進行中の普通乗用と横 交差点を直進中の普通貨物と左

断歩道を右側から横断の自転車 側から横断の自転車が衝突。自

が衝突。自転車利用者(87歳)死亡。 ▲:A、△:B 転車利用者(84歳)死亡。 ▲:A、△:B

〈 デ イ ・ ラ イ ト と ベ ル ト 着 用 を 忘 れ ず に ！ 〉
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札幌で、歩道を歩いていた歩行者が自転車にはねられる重大事故が発生しました。
自転車も自動車と同じ「車両（軽車両）」の仲間です。加害者となれば刑事責任や
民事責任等を問われます。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう。

至白老

至厚別区

至中央区

至千歳

至発寒

至平和

至新川西

至東区

みんなで守ろう 「自転車安全利用５則」

１自転車は、車道が原則、歩道は例外 ●夜間はライトを点灯
２車道は左側を通行 ●交差点での信号遵守
３歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 一時停止・安全確認
４安全ルールを守る ５子どもはヘルメットを
●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 着用

苫小牧と札幌では、車と自転車の衝突事故で、自転車に乗っていた高齢者２人が
死亡しました。車の運転手さんはしっかりと前を見て運転するとともに、特に、交
差点では歩行者や自転車に注意しましょう。

自転車利用者にも法令違反が（Ｈ20年：死者18人、傷者3,629人から）
自転車事故では、死者の38.9％、傷者の28.8％の自転車利用者側に
も、信号無視や一時不停止、安全不確認などの違反がありました。
自転車もルールを守って安全運転を！


